
令和８年度連携促進事業 IPS2026 福岡大会に対する協賛について（案） 
 
 

 福岡市科学館（IPS2026 FUKUOKA 国内組織委員会）から国際プラネタリウム協

会（IPS: International Planetarium Society）2026 福岡大会（以下、支援対象事業とい

う。）の開催に関し、別紙のとおり支援に関する依頼があった。 
 当該事業へ支援することは、加盟館園の博物館事業の振興に寄与することから、以下の

とおり支援することとしたい。 
 
 

記 
 
１．全科協の繰越金のうちから年間あたり約 50 万円程度を財源に充てる。 
 
２．協賛金の使途は、原則として全科協正会員・維持会員に所属する者の支援対象事業への

参加に伴う参加登録費又は旅費に対する補助に限るものとするが、それらに関連する管

理費用（振込手数料等）が生ずる場合には全科協事務局に事前に相談の上、決定する。 
 
３．支援対象事業に係る庶務及び経理については、すべて事業主催団体である福岡市科学館

（IPS2026 FUKUOKA 国内組織委員会）が処理する。 
 
４．福岡市科学館は、支援対象事業終了後、実施報告書を全科協事務局に提出すること。 

また、協賛金に残余が生じた場合は、全科協に返納すること。 
 
５．福岡市科学館は、総会又は研究発表大会で報告を行うこと。 
 

以上 
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国際プラネタリウム協会 2026国際会議 in 福岡 

国内組織委員会(Local Organizing Committee) 

規約 

 

（名称） 

第1条 本委員会は、「国際プラネタリウム協会 2026 国際会議 in 福岡」国内組織委員会と称

する。 

 

（目的） 

第2条 本委員会は、国際プラネタリウム協会（以下「IPS」という）が 2026年 6月に福岡市に

おいて開催する「国際プラネタリウム協会 2026 国際会議 in 福岡」（英語名称：

International Planetarium Society 2026 conference in FUKUOKA、略称：IPS 2026 

Fukuoka ）（以下「IPS 2026 福岡」という）を円滑かつ成功裡に実施することを目的とし

て、IPSの規約に基づいて、国内組織委員会（以下「IPS 2026国内組織委員会」(英名：IPS 

2026 LOC)という）として設置する。 

 

（運営） 

第3条 IPS 2026 国内組織委員会の運営は、この規約の定めるところによる。 

 

（活動） 

第4条 IPS 2026 国内組織委員会は、会議の準備、運営および関連諸行事等に関し、次の活動

を行う。 

（1） IPS、福岡市、日本プラネタリウム協議会、その他日本天文学会等関連諸機関・団

体との緊密かつ円滑な連携 

（2） IPS 2026 福岡の開催場所および周辺施設の確保並びに利用のための準備 

（3） 決定された IPS 2026 福岡の実施計画の実施 

（4） IPS 2026 福岡の参加者からの参加費徴収、助成金の申請 

（5） 前各号に関わる経費の管理 

（6） その他、前各号に付随する業務 

 

（構成） 

第5条 IPS 2026 国内組織委員会は、理事会、事務局および各部会等で構成され、IPSおよび

IPS 2026 福岡の主催館である福岡市科学館の特定事業目的会社並びに国内プラネタリウム

関係者から推薦された委員と外部協力者（以下「構成員」という）をもって構成する。 

 

（理事会） 

第6条 IPS 2026国内組織委員会理事会に次の各号に掲げる役員を置く 

（1）  組織委員長（IPS 2026 Conference Host / Chair ） 1名 
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（2）  組織副委員長（事務局担当者、日本プラネタリウム協議会

（以下「JPA」という。）担当者および IPS担当者） 

3名 

（3）  理事 数名 

 

（理事会役員等の選出） 

第7条 組織委員長は、IPS 2026 福岡の主催館である福岡市科学館館長をもって充てる。 

2 理事会役員は、構成員の推薦に基づき、組織委員長が指名する。 

3 組織副委員長は、理事会役員の互選により決定する。 

 

（理事会役員の職務） 

第8条 組織委員長は、主催者並びに大会議長の一人として、IPS 2026 国内組織委員会を代表

し、理事会を管理し、IPS 2026福岡を統括する。 

2 事務局担当の組織副委員長は、IPS 2026 福岡の主催館の特定目的会社取締役として組織委

員長、JPAおよび IPS担当の組織副委員長を補佐する。 

3 JPA担当の組織副委員長は、JPAとの連絡調整を行い、国内プラネタリアンの参加、連携な

どを取りまとめ、IPS 2026 福岡の大会議長の一人として、組織委員長を補佐する。 

4 IPS担当の組織副委員長は、IPSカンファレンスガイドラインによりプラネタリアンが担い、

IPS 2026 福岡の大会議長の一人として IPS 2026福岡の会議を主宰する。 

5 組織委員長、組織副委員長に故障があるときは、IPS 2026 国内組織委員会理事が理事会の

了解をもって、その職務を代理することがある。 

 

（理事会役員の任期） 

第9条 理事会役員の任期は、IPS 2026 国内組織委員会に関わる全ての業務が終了するまでの

間とする。 

2 事情により理事会役員が職務を離脱する場合は、任期の満了に及ばない場合もこれを妨げ

るものではない。 

 

（理事会役員の解任） 

第10条 理事会役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任する

ことができる。 

（1） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（2） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。 

 

（理事会の会議） 

第11条 IPS 2026 国内組織委員会理事会の会議は、組織委員長、組織副委員長および理事をも

って構成し、次の各号に掲げる事項を決定する。 

（1） この規約の制定改廃に関すること。 

（2） IPS 2026 福岡の事業計画に関すること。 
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（3） IPS 2026 国内組織委員会の運営に必要な予算および決算に関すること。 

（4） 各前号に掲げるもののほか、重要な事項に関すること。 

2 組織委員長は、必要と認めるときに理事会を招集して、その会議の議長となる。また、必要

な人員を会議に参加させることができる。 

3 理事会は、役員の 2分の 1以上の出席で成立する。この場合において、委任状を提出した者

は、出席者とみなす。 

4 理事会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

5 理事会の運営は、IPS 2026国内組織委員会事務局（以下「事務局」という）が補佐する。 

 

（事務局） 

第12条 IPS 2026 福岡の業務推進および事務を処理するため、事務局を、主催館である福岡市

中央区六本松 4-2-1 福岡市科学館内に置く。 

2 IPS 2026 福岡の収支管理は、事務局が行う。 

3 事務局の運営は、事務局長が統括する。 

4 事務局長は、事務局運営の補佐、支援を受けるために、外部協力者などに業務委託を発注す

ることができる。 

5 事務局の組織および運営に関し必要な事項の改定は、理事会の決議により別に定める。 

 

（会計） 

第13条 IPS 2026 国内組織委員会の事業費は、大会参加料、大会出展費、広告収入、チケット

収入や物販収入、その他の収入および公的基金などを以ってこれに充てる。 

2 IPS 2026 国内組織委員会の会計期間は、IPS 2026福岡が決定した 2023年 7月 1日以降の

準備期間から、IPSとの契約期間である 2026年 12月 31日までとする。 

3 2023年度分の経費などの会計は、2024年度と合わせて会計処理を行う。 

4 事務局長は、会計担当者および監査担当者を設ける。 

5 IPS 2026国内組織委員会に関する会計処理に関し、必要事項は事務局長が別に定める。 

 

（部会等） 

第14条 組織委員長は、IPS 2026 福岡の準備、実施に必要な会議および各部会等を設置する。 

2 各部会は、組織委員長の指名により組織する。 

3 この会議、各部会等の運営に支援、補助が必要な場合は、事務局長より委託された者がこれ

を行うことができる。 

 

（委任） 

第15条 この規約に定めるもののほか、IPS 2026 福岡 国内組織委員会の運営に関し必要な事

項は、組織委員長が定める。 
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（解散） 

第16条 IPS 2026 福岡 国内組織委員会は、IPS 2026 福岡の収支報告書および事業報告書（以

下「IPS報告書」という）を作成し、IPS報告書の受領確認後に解散する。 

 

 

付則 

（施行期日） 

1 この規約は 2024年 5 月 1日から施行する。 

 

（施行日前における準備行為） 

2 この規約の施行日前に行われた 2023年 7月 1日以降の IPS 2026 福岡の準備行為はこの規

約に基づいて行われたものとみなす。 

 

 

2024年 4月 30日 

 

IPS 2026福岡 主催者 福岡市科学館 

 館長              矢原 徹一 

 

主催館運営企業 福岡市科学館特定事業者 

株式会社福岡サイエンス＆クリエイティブ 

代表取締役社長   牛村 守 

 

事務局担当企業 コニカミノルタプラネタリウム株式会社 

代表取締役社長   本 由美子 

 

事務局担当企業 株式会社トータルメディア開発研究所 

代表取締役社長   山村 健一郎 
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IPS 2026 国内組織委員会 事務局規程 

 

(目的） 

第1条 この規程は、国際プラネタリウム協会 2026 国際会議 in 福岡（以下「IPS 2026 福岡」と

いう ）の開催に関連し、国内組織委員会(Local Organizing Committee)規約(以下「本規約」

という) 第 12 条の規程に基づき、「国際プラネタリウム協会 2026国際会議 in 福岡」国内組

織委員会事務局 (以下「事務局」という) の組織および運営について必要な事項を定めるも

のとする。 

 

(運営） 

第2条 事務局の運営は、この規程の定めるところによる。 

 

（事務局員） 

第3条 事務局に次の各号に掲げる職員をおく。 

(1) 事務局長 1 名 （福岡市科学館（以下「ホスト館」という）の福岡市科学館特定事

業目的会社 取締役） 

(2) 事務局次長 2 名 （ホスト館の福岡市科学館特定事業目的会社 出資企業従業員） 

(3) 事務局員 数名 （ホスト館の福岡市科学館特定事業目的会社 出資企業従業員） 

(4) 部会委員 数名 （国内プラネタリウム関係者など） 

(5) 会計担当者 （ホスト館の福岡市科学館特定事業目的会社 出資企業従業員） 

(6) 監査担当者 （会計担当者とは別のホスト館の福岡市科学館特定事業目的会社 出

資企業従業員） 

 

(職務） 

第4条 事務局長は、事務局を管理し、IPS 2026 国内組織委員会の事務局を統括するものとし、

ホスト館の福岡市科学館特定事業目的会社 取締役が就任する。また、事務局および各部会

運営の補佐、支援を行うために、外部協力者などに業務を委託することができる。 

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行するととも

に、分担する事務を処理するものとし、ホスト館の福岡市科学館特定事業目的会社 出資

企業の従業員が就任する。 

3 事務局員は、各自が分担する事務を処理する。 

4 部会委員は、各専門部会を統括し、部会ごとの実施計画を取りまとめ、実施する。 

5 会計担当者は、IPS 2026 福岡に関わる経理、決算、予算管理、税務申告、資金管理など全

ての会計業務を担当する。年度終了後および事業終了後、すみやかに収支報告書を作成し、

IPS 2026 国内組織委員会理事会へ提出する。 

6 監査担当者は、IPS 2026 福岡に関わる財務、内部統制、法令遵守の監査を行い、事業終了

後に収支報告内容を監査し、監査報告書を IPS 2026 国内組織委員会理事会へ提出する。 

 

（予算） 
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第5条 事務局は、IPS 2026 福岡の開催される２年前までに予算概要を IPS カンファレンス委員

会 (および IPS 評議会) に提出する。また、会議の前年の IPS評議会会議で更新版を提出し、

各々承認を得る。 

 

（助成金・寄附金・登録参加費等の管理） 

第6条 IPS 2026 福岡開催のための準備、運営のため集められる寄附金品・参加登録費等および

その他これから生じる預金利息（以下「収入金等」という）の管理については、事務局長の

指示監督の下、業務委託を受けた事業者が行うものとする。また、事務局長は以下の名義に

て銀行口座を開設するものとし、同銀行口座は収入金等の管理および第 7 条に定める支出の

管理のためだけに使用する。 

 

銀行口座名 ： 国際プラネタリウム協会 2026 国際会議 in 福岡 

国内組織委員会事務局長  

（英名：International Planetarium Society 2026 conference 

 in FUKUOKA 

Head of the secretariat） 

 

（経費の支出） 

第7条 IPS 2026 福岡開催の準備、運営および残務整理に要する経費は、収入金等から、IPS 2026 

国内組織委員会の経理規程に基づき、会計担当者が国内組織委員会事務局長の承認を得て支出

する。 

 

(収支決算) 

第8条 事務局は、IPS 2026 福岡終了後すみやかに収入支出の状況を記した帳簿、証拠書類その他

関係書類を整理し、収支報告書の作成を行うものとする。 

2 収支報告書は、監査のため、事務局長の承認を得たあと、監査担当者による監査および内容

を承認する旨の署名・捺印を要するものとする。 

 

（文書） 

第9条 文書の取り扱いは、ホスト館の福岡市科学館特定事業目的会社の運用を定めた「福岡市科学

館特定事業 事業契約書」第 68 条に準じて処理する。 

 

(公印) 

第10条 IPS 2026 国内組織委員会で使用する公印の種類および寸法は、別記のとおりとする。 

 

（解散） 

第11条  IPS 2026 国内組織委員会および事務局は、IPS 2026 福岡の収支報告書および事業報告

書（以下「IPS 報告書」という）を作成し、IPS報告書の受領確認後に解散する。 同時に、第 6

条の銀行口座も廃止する。 
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付 則 

(施行期日） 

１ この規程は、2024年 5 月 1 日から施行する。 

 

（施行日前における準備行為） 

２ この規程の施行日前に行われた 2023 年 7月 1 日以降の IPS 2026 福岡の開催に関連する職務、

準備行為はこの規程に基づいて行われたものとみなす。 

 

 

2024年 4月 30 日 

 

IPS 2026 国内組織委員会 準備会 

 

 

別 記 

公  印  名 書 体 形 状 寸 法 数 量 

IPS 2026  

国内組織委員会 

之印 

て ん 書 正 方 形 方 ２４ mm １ 個 

 

公  印  名 書 体 形 状 寸 法 数 量 

IPS 2026  

国内組織委員会 

組織委員長之印 

て ん 書 円 形 直径 １８ mm １ 個 

 

銀行届出印 書 体 形 状 寸 法 数 量 

IPS 2026  

国内組織委員会 

事務局長之印 

て ん 書 円 形 直径 １８ mm １ 個 

 




